
 

子育て支援に係る今後の本市および国の施策等について（主なものの予定等） 

 

■母子保健関連の拡充案 

・「産後ケア事業」の拡充（訪問型産後ケアの開始など） 

・「産婦健康診査」の公費負担の開始 

・「新生児聴覚スクリーニング検査」の公費負担の開始 

・「出産・子育て応援給付金」の開始 

（いずれも令和 5年度予算（一部令和 4年度補正予算）に計上の予定） 

 

■放課後児童クラブ事業の拡充案 

・「民間放課後児童クラブ運営補助金」の開始（令和 5年度予算に計上の予定） 

 

■「第 3期長岡京市子ども・子育て支援事業計画」（令和 7～11年度）策定に向けて 

・ニーズ調査の実施（令和 5年度） 

・策定作業（令和 6年度） 

※令和 5～6年度は、計画策定に向けた審議のため、児童対策審議会の回数が増える見込み。 

※「こども家庭庁」の設置、「こども基本法」の成立等の影響あり。 

 

■保育施設の運営基準等の変更 

・児童の安全の確保に関する計画の策定の義務化（令和 5年度から） 

・業務継続計画の策定等の努力義務化（令和 5年度から） 

・バス送迎の安全管理の徹底の義務化（令和 5年度から） 

・施設における懲戒権の規定の削除（令和 4年度途中から） 

 

■「こども家庭センター」の設置 

・全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」

の設置の努力義務化（令和 6年度から） 

 

資料（案件２） 


